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令和３年１１月２日 

清掃・リサイクル部 

 

 

今後のプラスチック資源循環施策のあり方検討について 

 

 

 

 

 

 

１  主旨 

  「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の成立を踏まえ、家

庭から排出される使用済みプラスチック使用製品の分別収集・再商品化のあ

り方について、従来の方針を見直し、検討を進める。 

 

２  国及び東京都の動き 

  「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和３年６月に成 

立し、令和４年４月施行される。本法には、区による家庭から排出される使

用済みプラスチック使用製品の分別収集・再商品化の努力義務が定められて

いる。 

  東京都は「プラスチック削減プログラム」において 2030 年までに、廃プラ

スチックの焼却量 40％削減を目標としている。 

 

３  区の使用済みプラスチック製品の扱い 

本区は、一部のプラスチックを除き、可燃ごみとして収集し、清掃工場で焼

却・熱回収したうえで、発電や温水プール等に有効利用している。しかし、近

年の地球温暖化やマイクロプラスチック問題への意識の高まりから、プラスチ

ックの資源循環が求められており、２３区においては既に１２区がプラスチッ

クの分別収集を実施している。（更に２区が１～２年以内に実施予定。） 

プラスチックの分別収集にあたっては、費用をはじめとして、分別収集の体

制や再商品化のための施設整備に加え、再商品化手法により二酸化炭素の削減

効果が異なるなどの課題がある。 

  

(付議の要旨) 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の成立を踏まえ、家庭か

ら排出される使用済みプラスチック使用製品の分別収集・再商品化のあり方につい

て、従来の方針を見直し、検討を進める。 
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４  プラスチック分別収集の二酸化炭素削減効果とコスト分析（中間まとめ） 

（１）二酸化炭素削減効果（ＬＣＡを用いた分析） 

   単純焼却と分別収集によるリサイクルの二酸化炭素削減効果比較では、

再商品化手法別により効果が異なる。実際に再商品化が行われている 5 つ

の再商品化手法の加重平均を算定して評価した場合の分別収集の二酸化炭

素削減量は 2,151 ㎏-CO2 で、発電焼却と比較すると 1 トンあたり 1,143 ㎏

-CO2 の差がある。  （別紙１－１、別紙１－２参照） 

（２）プラスチックの量と再商品化手法 

   対象となるプラスチック収集量では、容器包装プラスチックは 7,624 ト

ン/年、製品プラスチックは 2,363 トン/年となる。再商品化手法は、容器包

装リサイクル法ルートを活用する場合と独自ルートで処理する方法があり、

手法により費用負担に違いがある。   （別紙２参照） 

（３）費用 

   容器包装リサイクル法の枠組みに従って再商品化事業者に引き渡す場合

は、約１７億円の経費増となり、容器包装リサイクル法の枠組みを使わずに

再商品化事業者に引き渡す場合は、約２０億円の経費増となる。  

   

５  検討の進め方 

  中間まとめでは、年間約２０億円の費用が必要となること、リサイクルの手

法で二酸化炭素削減効果が大きく変化すること、区民に新たな行動を求める

ことから、専門家の知見や区民等からの意見を広く得るために清掃・リサイ

クル審議会（予定）を開催し、プラスチック資源循環のあり方について審議

を経て、区の対応方針を決定する。 

   令和４年度概算経費 5,800 千円 

   （内訳）審議会運営 1,800 千円、研究調査委託 4,000 千円 

 

６  今後のスケジュール（予定） 

令和３年 １１月 区民生活常任委員会（今後の進め方を報告） 

    令和４年  ６月 清掃・リサイクル審議会 諮問 

    令和５年  １月 区民意見募集等 

７月  清掃・リサイクル審議会 答申 

          ８月  区の政策決定 


